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総合計画審議会　15名 

会長 ： 互選 
委員 ： 有識者、 
　　　公共的団体代表　11名 
　　　公募町民　4名 

各課 

協働 

諮問 

答申 

資
料 

提
供 

意
見 

指
示 

町議会 

町長 

議
決 提

案 

素
案 

提
出 

意
見 

指
示 

総合計画策定委員会 
 

（各施策の横断的な調整また重 
要な事項の協議、原案作成） 

委員長　 ： 副町長 
副委員長 ： 教育長 
委員　　 ： 各課課長 

総合計画研究会　57名 
会員：町民、町職員（施策毎に班設置） 

※町民と職員が協働して案作成 

プロジェクトチーム　25名 

職員 ： 25名 

町民委員　32名 

・ 各種団体から参加 
　　　28名 
・ 公募による参加 
　　　4名 

※専門的、総合的な見地からの審議 

・ 町民意識調査 
・ 中学生アンケート 
・ パブリック・コメント 

住民参画 

原
案 

提
出 

意
見 

指
示 

1 総合計画策定に関する組織



平成21年8月27日 

【総合計画審議会】 

【総合計画策定委員会・プロジェクト会議】 

第1回審議会 

〇委嘱状交付 
〇会長・副会長選出 
◎議題 
・総合計画策定基本方針・策定体制説明 
・策定スケジュール説明 
・策定ポイントと策定手法説明 
・これまでの策定経過報告 

平成21年11月12日 第2回審議会 〇これまでの策定における経過報告 

平成22年1月21日 

平成22年2月16日 

第３回審議会 〇基本構想（案）諮問 

〇基本構想（案）審議 第4回審議会 

平成22年4月27日 〇基本構想答申 

平成22年6月24日 第5回審議会 〇基本計画（案）検討結果報告 

平成22年7月16日 第6回審議会 〇第5次志免町総合計画について（説明・審議） 

平成22年7月29日 第7回審議会 〇第5次志免町総合計画について（審議・答申内容検討） 

平成22年8月5日 〇第5次志免町総合計画最終答申 

平成21年6月2日 〇町長、副町長、全課長、課長補佐を対象に計画策定の基本的な方針、スケジュールを協議 第1回策定委員会 

平成21年7月24日 第1回プロジェクト会議 
〇若手・中堅職員を中心としたプロジェクトに計画策定の基本的な方針、スケジュールを説明 
〇事務局より、｢志免町の現状｣を説明 
〇演習｢わが町の現状｣｢時代の潮流（環境変化）｣ 

平成21年8月11日 第2回プロジェクト会議 

〇第1回プロジェクト検討結果の共有 
〇基本理念・将来像の検討（演習） 
〇まちづくりの課題検討（演習） 
〇班別検討結果の発表 

平成21年10月27日 第3回プロジェクト会議 
〇第3回研究会検討結果の共有 
〇政策の組立て、目的設定 

平成２１年１１月５・６日 

平成21年11月24日 

平成22年1月6日 

平成22年2月2日 

平成22年4月１３～15日 

平成２１年５月１１・１２日 

平成22年５月１７～２１日 

平成22年6月4日 

平成22年6月30日 

平成22年8月11日 

平成22年8月23日 

第4回プロジェクト会議 
〇施策の組立て 
〇施策の目的と指標設定 

〇将来像、政策大綱の設定 

〇施策の成果指標及び測定企画、プロジェクトでの全体の情報共有 

〇施策の組立て・目的と成果指標の設定 

〇施策の現状と課題・役割分担検討 

〇施策の現状の共有化と優先度評価（重点施策選定） 

〇施策の目標・取組み方針検討 

〇施策の目標・取組み方針確定 

〇基本構想（案）・基本計画（案）の確定 

〇答申における意見についての協議 

〇パブリックコメントでの意見について協議 

第2回策定委員会 

第5回プロジェクト会議 

第3回策定委員会 

第6回プロジェクト会議 

第4回策定委員会 

第７回プロジェクト会議 

第5回策定委員会 

第6回策定委員会 

第7回策定委員会 

第８回策定委員会 
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平成21年8月8日 
 
  
平成21年9月5日 
 
   
平成21年10月17日 
 
  
平成21年11月21日 
  
平成22年1月16日 
  
平成22年4月24日 
 
平成22年5月29日 
  
平成22年8月4日 

【総合計画研究会】 

【アンケート・講演会・パブリックコメント】 

第1回研究会 
 
  
第2回研究会 
 
   
第3回研究会 
 
  
第4回研究会 
  
第5回研究会 
  
第6回研究会 
 
第7回研究会 
  
総合計画研究会報告会 

〇町民32名と若手・中堅職員を中心としたプロジェクトを対象に 
計画策定の基本的な方針、スケジュールを説明 
〇事務局より、｢志免町の現状｣を説明 
 
〇｢わが町の現状｣班別検討（5人～７人の７班） 
〇｢時代の潮流｣班別検討（５人～７人の７班） 
 
〇第2回研究会検討結果の共有 
〇基本理念・将来都市像の検討 
〇まちづくりの課題検討 
〇班別検討結果の発表 
 
〇政策、施策の組立ての検討 
 
〇施策の組立て（変更分）の検討 
〇施策の成果指標及び測定方法検討 
 
〇施策の現状と課題・役割分担検討 
 
〇施策の目標・取組み方針検討 
 
〇総合計画研究会会員を対象に｢第5次志免町総合計画｣ 
の報告会を実施 

平成21年7月3日 
 
 
平成21年7月5日 
   
 
平成21年7月28日 
 
 
 
平成21年12月～平成22年1月 
   
平成22年２月～３月 
 
 
平成22年７月～８月 

中学生アンケート 
  
同和問題啓発講演会時 
アンケート 
 
  
まちづくり講演会 
 
  
基本構想（案）についての 
パブリックコメント 
  
町民意識調査 
  
基本計画（案）についての 
パブリックコメント 
 
 

〇志免中学校、志免東中学校三年生を対象に将来の 
まちづくりにおけるアンケートを実施 
 
〇同和問題啓発講演会に来られた町民を対象に将来の 
まちづくりにおけるアンケートを実施 
 
〇総合計画策定に向け、意識高揚を目的とした 
｢まちづくり講演会｣を実施。約60名参加 
・講師　行政経営アドバイザー　梅田　次郎氏 
・演題　｢未来を創る行政経営と協働のまちづくり｣ 
  
〇受付意見数　4件 
  
〇18歳以上の町民２，０００人が対象 
有効回答１，００７人  有効回答率　５０．４％ 
  
〇受付意見数　2件 

【議会】 

平成22年9月24日 志免町議会9月定例会 〇｢第５次志免町総合計画（基本構想）｣議決 
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�昭和46 年3 月20 日 
������志免町条例第9 6 号 

　（趣旨） 
第1条　この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の4第3項の規定に基づき、志免町
　総合計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。 
　（設置） 
第2条　町長の諮問に応じ志免町総合計画に関する事項を審議するため志免町総合計画審議会
　（以下「審議会」という。）を置く。 
　（所掌事務） 
第3 条 審議会は、町長の諮問に応じて志免町総合計画に関する事項について必要な調査及び審議
　を行う。 
　（組織） 
第4条　審議会は、委員15人以内で組織する。 
2　委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。 
　（1） 　町教育委員会の委員　1人以内 
　（2） 　町農業委員会の委員　1人以内 
　（3） 　町の区域内の公共的団体の役員及び職員　2人以内 
　（4） 　識見を有する者　7人以内 
　（5） 　公募により選ばれた町民　4人以内 
全改（平21条例第3号） 
　（委員の任期） 
第5条　委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
　（会長及び副会長） 
第6条　審議会に会長及び副会長1人を置く。 
2　会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 
3　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
4　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 
　（会議） 
第7条　審議会の会議は、会長が招集する。 
2　審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 
3　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 
　（庶務） 
第8条　審議会の庶務は、経営企画課において処理する。 
　（改正（平19条例第3号）） 
　（委任規定） 
第9条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って
　決める。 
　　　附　則 
この条例は、公布の日から施行する。 
　　　附　則（昭和47年12月25日） 
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月16日から適用する。 
　　　附　則（昭和52年10月7日） 
この条例は、昭和52年11月1日から施行する。 
　　　附　則（昭和54年3月24日） 
この条例は、昭和54年5月1日から施行する。 
　　　附　則（昭和62年10月15日条例第25号） 
この条例は、昭和62年10月20日から施行する。 
　　　附　則（平成12年9月28日条例第32号） 
この条例は、平成12年10月1日から施行する。 
　　　附　則（平成13年10月1日条例第23号） 
この条例は、公布の日から施行する。 
　　　附　則（平成19年3月23日条例第3号）抄 
　（施行期日） 
1　この条例は、平成19年4月1日から施行する。 
　　　附　則（平成21年3月26日条例第3号） 
この条例は、平成21年4月1日から施行する。 
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団体役職等 

町教育委員会の委員 

町農業委員会の委員 
 

公共的団体の役員及び職員 
 
 

 

 
 

識見を有する者 

 

 

 

 

 
 

公募により選ばれた町民 

（1）総合計画審議会委員 

所　属 

志免町教育委員会　 

志免町農業委員会　 

志免町商工会　 

志免町社会福祉協議会　 

志免町健康づくり推進協議会　 

西日本工業大学　名誉教授 

志免町社会教育委員の会　 

志免町町内会連合会　  

NPOキャリア・ライフ・ 
コミュニティ２１ 理事・事務局長  

志免町こどもの権利委員会　 

志免町体育協会　 

公募町民 

公募町民 

公募町民 

公募町民 

 

牟田口　朱美 

光安　喜四郎 

川崎　博啓 

中尾　比左夫 

岡村　治一 

北村　速雄 

田邊　比都美 

長澤　稔 
 

西村　嘉之 
 

野下　朝子 

本田　隆幸 

安達　博明 

扇塚　敏充 

大原　スミ 

水流　鉄子 

 

当初（諸岡　環） 

 

 

当初（神田　博幸） 

 

 

 

当初（西本　僥） 

氏　名 

 

役　職 

委員 

〃 

〃 

〃 

副会長 

会長 

委員 

〃 
 

〃 
 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

備　考 

 

4 志免町総合計画審議会委員等名簿



資料編

基
本
構
想

基
本
計
画

用
語
解
説

資
料
編

1

2

3

4

5

6

所　属 

志免町町内会連合会 

志免町保護司会 

生涯学習課 

子育て支援課 

経営企画課 

志免町更正保護女性会 

経営企画課 

地域整備課 

健康課 

志免町小・中学校PTA連絡協議会 

志免町国際交流町民会議 

地域子ども教室（チャレンジ広場） 

志免町子どもの権利委員会 

経営企画課 

健康課 

志免町食生活改善推進会 

総務課 

福祉課 

総務課 

総務課 

公募町民 

志免町男女共同参画推進審議会 

志免町老人クラブ連合会 

公募町民 

志免町町内会連合会 

志免町農業委員会 

志免町消防団 

（2）総合計画研究会会員・職員プロジェクト 

氏　名 

 

所　属 

志免町農業委員会　 

上下水道課 

志免町町内会連合会 

経営企画課 

志免町町内会連合会 

住民課 

志免町町民図書館協議会 

（社）志免町シルバー人材センター 

福祉課 

経営企画課 

公募町民 

経営企画課 

地域子ども教室（チャレンジ広場） 

志免町文化協会 

生活環境課 

経営企画課 

税務課 

学校教育課 

志免町商工会 

志免町ボランティア連絡協議会 

経営企画課 

（社）志免町シルバー人材センター 

志免町食生活改善推進会 

志免町社会福祉協議会 

公募町民 

経営企画課 

地域子ども教室（チャレンジ広場） 

志免町体育協会 

志免町ボランティア連絡協議会 

生活環境課 

相戸　彌太郎 

荒 巻 　 裕 史  

石 田 　 稔  

石 津 　 吉 章  

伊 藤 　 治 己  

今長谷　智子 

岩 上 　 直 美  

上 田 　 穗 積  

牛 房 　 大 和  

内 野 　 克 志  

笠 松 　 守  

木 森 　 信 裕  

清 原 　 惠 美  

久保山　茂光 

久保山　嘉史 

権 　 　 伸 吾  

権 丈 　 聖  

小 池 　 貴 恵  

小 林 　 靖 二  

小 松 　 淳 美  

小 　 　 友 美  

坂 下 　 貞 美  

坂 本 　 博 子  

宿 利 　 幸 央  

杉 　 泉  

瀬 田 　 修 一  

田 中 　 義 徳  

堤 　 安 代  

中村　貴美子 

林 田 　 秀 文  

氏　名 

 原田　日出夫 

判 田 　 次 男  

日 高 　 洋 一  

平 田 　 滋 栄  

平 山 　 聡 彦  

福 田 　 洋 子  

藤 野 　 和 博  

二 村 　 研 司  

本田　真由美 

松 田 　 尚 登  

松 本 　 正 規  

光 安 　 徳 行  

牟田口　朱美 

百 田 　 光  

森 近 　 修 子  

安河内　キミ子 

安 恒 　 喜 寿  

　 嶋 　 竜 二  

山 内 　 恵 子  

山下　恵美子 

山 下 　 祐 二  

山 本 　 照 美  

横 山 　 榮  

吉 田 　 大 作  

吉 田 　 勉  

吉 村 　 定  

吉 村 　 幸 也  

町民 

職員 

合計 

32名 

25名 

57名 

（五十音順） 
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（3）総合計画策定委員 

氏　名 

 

 

副町長　　 

教育長　　 

経営企画課長 

総務課長 

学校教育課長 

生涯学習課長 

税務課長 

住民課長 

福祉課長 

健康課長 

子育て支援課長 

生活環境課長 

地域整備課長 

上下水道課長 

議会事務局長 

会計室長 

吉 原 清 光  

長 澤 　 利 信  

北 原 　 干 城  

安 田 　 豊 重  

笹 田 　 輝 弥  

井 上 　 章  

児 嶋 　 賢 始  

長 　 秀 樹  

藤 　 龍 己  

中 山 　 和 彦  

坂 田 　 龍 二  

世 利 　 良 未  

丸 山 　 孝 雄  

稲 永 　 正 志  

武 田 　 泰 治  

稲 永 　 健  

 

策定委員長 

策定副委員長 

委員 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

所　属 

 

役　職 
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志免町経政第３７３号 

平成２２年１月２１日 

 

志免町総合計画審議会 

会長　北　村　速　雄　様 

 

 

　　　　　　　　　　　　  志免町長　南　里　辰　己 

 

第5次志免町総合計画（基本構想）の策定について 

（諮　問） 

 

 

志免町総合計画審議会条例第３条の規定に基づき、第5次志免町 

総合計画（基本構想）の策定について、貴審議会の意見を求めます。 
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5 諮問、答申

（1）諮　問
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平成２２年4月２7日 

 

志免町長　南　里　辰　己　様 

 

志免町総合計画審議会 

会長　北　村　速　雄 

 

 

　　　　　　　　　　　　  　　　 

 

第5次志免町総合計画（基本構想）について（答　申） 

 

 

　平成２２年１月２１日付志免町経政第３７３号により本審議会に 

諮問された、「第5次志免町総合計画」（基本構想）について慎重に 

審議した結果、下記の付帯事項を付して賛同を得ましたのでここに 

答申いたします。 

 

 

記 

 

【付帯事項】 

　基本計画の今後の審議により、基本構想の語句修正の余地を残すこと。 

 

（2）答　申



基
本
構
想

基
本
計
画

用
語
解
説

資
料
編

1

2

3

4

5

6

資料編

平成２２年８月５日 

志免町長　南　里　辰　己　様 

 

志免町総合計画審議会　　 

会　長　北　村　速　雄　　 

 

第５次志免町総合計画について（最終答申） 

 

　平成２２年１月２１日付志免町経政第３７３号により本審議会に諮問された「第５次志免町総合計画」に

ついて、慎重に審議を重ねた結果、基本構想・基本計画いずれも総合計画研究会等で町民と行政の

協働のもと、十分に検討がなされており、概ね妥当と認めたので答申します。 

　平成１３年に策定された第４次志免町総合計画では、町の将来像を｢福祉・環境・教育が結びあう“

しめ”｣とし、その実現に向けた行財政の適正な運営を行いまちづくりを進められています。 

　また、｢第５次志免町総合計画｣では、第４次志免町総合計画を継承しつつ、町の将来像を｢誰もが

輝く住みよいまち～ひと・環境がやさしく結びあうしめ～｣とし、政策体系における各施策に町民や行政の

役割、目標値を設定するなど、新しい視点での計画となっており、さらに変化を続ける社会・経済情勢に

的確に対応できる計画として評価できます。 

　なお、今後計画の推進にあたっては町民の理解と協力のもと、一体となって取り組まれるとともに、下記

の付帯意見を十分尊重し、計画の実現に努められますよう要望します。 

 

付　帯　意　見 

 

１． 町民に対して、本計画の趣旨や内容をわかりやすい形で積極的に周知するよう努められたい。 

 

２． 今後の計画の推進にあたっては、本計画策定に携わった人材の積極的な活用に努められたい。 
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